
広
報
た
は
ら
で
は
、市
民
の
皆
さ
ん
と一

緒
に
紙
面
づ
く
り
を
行
う
た
め
、投

稿
コ
ー
ナ
ー
を
拡
充
し
ま
す
。こ
れ
は
、紙

※

面

リ
ニュ
ー
ア
ル（
４
月
予
定
）に
合
わ
せ
て
行

う
も
の
で
、今
回
、先
行
し
て
テ
ー
マ
ご
と
に

投
稿
作
品
を
募
集
し
ま
す
。

※
リ
ニュー
ア
ル
の
詳
細
は
３
月
号
に
掲
載
予
定

▪
募
集
テ
ー
マ

◉
み
ん
な
注
目
！

自
薦
・
他
薦
は
問
い
ま
せ
ん
。例
え
ば
…

・
長
年
続
け
て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

・
市
内
の
お
気
に
入
り
の
風
景

・
変
わ
っ
た
特
技
や
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

・
芸
術
作
品
、キ
ャ
ラ
弁　

な
ど
を
投

稿
し
ま
せ
ん
か
。（
営
利
活
動
は
不
可
）

　
【
内
容
】写
真
と
１
０
０
字
程
度
の
紹
介
文

◉
ご
き
げ
ん
ス
マ
イ
ル

発
行
月
に
生
ま
れ
た
１
～
３
歳
児
の
笑

顔
の
写
真
を
掲
載
し
ま
す
。今
回
は
、４

月
生
ま
れ
の
子
を
募
集
し
ま
す
。

　
【
内
容
】写
真
と
お
子
さ
ん
の
氏
名・誕
生

日・年
齢

◉
プ
ラ
ス（
ワ
ン
）フ
ァ
ミ
リ
ー

あ
な
た
の
か
わ
い
い
ペ
ッ
ト
の
写
真
を

投
稿
し
ま
せ
ん
か
。

　
【
内
容
】写
真
と
名
前
・
種
別
・
年
齢

【
応
募
方
法
】

　

テ
ー
マ・内
容
と
住
所・氏
名・年
齢・電
話

番
号
を
記
入
の
う
え
、Ｅ
メ
ー
ル
ま
た
は
郵

送
に
て
。応
募
者
多
数
の
場
合
は
、抽
選
で

掲
載
し
ま
す
。

※
写
真
は
デ
ー
タ
の
場
合
、Ｊ
Ｐ
Ｅ
Ｇ
形
式
で

１・５
Ｍ
Ｂ
ま
で
。プ
リ
ン
ト
の
場
合
は
後
日
返

却
し
ま
す
。

▪
ご
意
見
も
お
寄
せ
く
だ
さ
い

　

広
報
た
は
ら
に
関
す
る
ご
意
見
や
ご
感

想
も
、メ
ー
ル・は
が
き
で
お
寄
せ
く
だ
さ

い
。今
後
の
広
報
紙
作
成
に
生
か
し
て
い
き

ま
す
。住
所・氏
名・年
齢・電
話
番
号
を
記

入
の
う
え
、お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▪
謝
礼

・
採
用
さ
れ
た
方
全
員

・
投
稿
お
よ
び
ご
意
見
を
お
寄
せ
い
た
だ

い
た
方
の
中
か
ら
抽
選
で
５
名

に
図
書
カ
ー
ド
を
進
呈
し
ま
す
。

▼
広
報
秘
書
課
☎
22
局
０
１
３
８

（
〒
４
４
１

－

３
４
９
２　

住
所
不
要
）

koho@
city.tahara.aichi.jp

市政の話題

1
P

osting report

「
広
報
た
は
ら
」
笑
顔
あ
ふ
れ
る

投
稿
コ
ー
ナ
ー
を
拡
充

  個人番号カードの交付申請が始まっています。
　個人番号カードは、マイナンバーが記載された公的身分証明書です。さまざまな本人確認の
場面で利用できます。

▶市民課☎23局3511 ２３局4270

マイナンバー

【これから申請される方】
♠申請方法
通知カードと一緒に届いた交付申請書に必要事項を記入
し、同封の返信用封筒で郵送してください。スマートフォ
ンやご自宅のパソコンからも申請できます。

♠申請時の注意事項
申請に使用する顔写真は、正面・無帽・無背景で、６カ月以
内に撮影されたものに限ります。背景や影があるもの、不
鮮明なものなどは、
カードの交付ができ
ない場合があります
のでご注意ください。

【申請済みの方】
♠カードの受け取り
申請後、交付期間や交付場所をお知らせ
する「交付通知書」がご自宅に届きます。「交付通知書」が
お手元に届くまでお待ちください。

♠受け取り時の注意事項
・申請者ご本人が窓口へお越しいただく必要があります。
・「交付通知書」に記載の交付場所へ、記載された期限ま
でにお越しください。
◎交付場所　市民課、渥美支所、赤羽根市民センター

♠受け取り時に必要な持ち物
・交付通知書（はがき）・通知カード・本人確認書類（※）
・住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
※本人確認書類は、下記のAから１点またはBから２点をお持ちください。
〔A〕運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(写真付のもの)、身体障害者
手帳など
〔B〕健康保険証、年金手帳、介護保険証、社員証、学生証など
※１５歳未満の方または成年被後見人の方の申請の場合は、お問い合わ
せください。

▲個人番号カードの見本
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